
別表第２（第15条関係）

内国旅行の日当

区 分 日当（１日につき）

役員、指定職基本給表の適
２，９００円

用を受ける職員及び部局長

その他の教職員等 ２，３００円

学生
１，６００円

（大学院生含む）

別表第３（第16条関係）

内国旅行の宿泊料

区 分 宿泊料（１夜につき）

役員、指定職基本給表の適
１３，６００円

用を受ける職員及び部局長

その他の教職員等 １１，０００円

学生
８，０００円

（大学院生含む）



別表第６（第27条関係）

外国旅行の日当

日当（１日につき）

区 分
（指定都市） （指定都市以外）

役員、指定職基本給表の適
８，０００円 ５，７００円

用を受ける職員及び部局長

その他の教職員等 ６，４００円 ４，６００円

学生
５，１００円 ３，６００円

（大学院生含む）

備考 指定都市、指定都市以外の区分については、別に定める。

外国旅行の宿泊料

宿泊料（１夜につき）

区 分
（指定都市） （指定都市以外）

役員、指定職基本給表の適
２４，９００円 １７，５００円

用を受ける職員及び部局長

その他の教職員等 ２０，２００円 １４，２００円

学生
１５，６００円 １０，９００円

（大学院生含む）

備考 指定都市、指定都市以外の区分については、別に定める。




